
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１０月２８日 １６時３０分ごろ 

発生場所 北海道奥尻町奥尻漁港稲穂地区 

 稲穂岬灯台から真方位２２３°１,１６０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°１４.４′ 東経１３９°３２.９′） 

事故の概要  押船純
じゅん

龍
りゅう

丸は、起重機船奥
おく

尻
しり

号と押船列を構成して出航中、浅所

に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年１２月２１日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 純龍丸、１９トン 

２６０－４２１４０北海道、株式会社工藤組（Ａ社） 

Ｂ 起重機船 奥尻号、１,６０２トン 

   なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 両舷プロペラに曲損、左舷機側の船尾管軸封装置に破損、及び機

関室内に濡損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

奥尻町には、１０月２８日１５時４５分に強風注意報が発表されて

おり、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、‘Ｂ船（非自航式、クレーン付

き、６人乗組み）の船尾凹部にＡ船の船首部を結合した押船列’（以

下「Ａ船押船列」という。）を構成した状態で、奥尻町奥尻港に帰港

する目的で、奥尻漁港稲穂地区（以下「稲穂漁港」という。）を出航

した。 

船長Ａは、Ａ船の操舵室で立った姿勢で、手動操舵によって操船に

当たり、‘稲穂漁港内の北東方向に延びる北防波堤’（以下「北防波

堤」という。）の北東端と‘北防波堤の北東端の東北東方に存在する

浅所’（以下「本件浅所」という。）の間を左旋回で通過しようとし

て、Ａ船押船列が約２～３ノットの対地速力で左旋回中、Ａ船が本件

浅所に乗り揚げた。 

Ａ船押船列は、本事故後、前後進を繰り返し、本件浅所から離脱し

た。 

Ａ船押船列は、Ａ船が二軸船であり、Ａ船の喫水が、船首約１.５



ｍ、船尾約３.５ｍで、Ｂ船の喫水が船首尾共に約３ｍであった。 

船長Ａは、問題はないと思って出航を開始したものの、Ａ船押船列

が、左旋回中、南寄りの風によって圧流され、想定よりも大回りとな

り、本件浅所側に接近してしまったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船押船列は、強風注意報が発表される状況下、船長Ａが、問題は

ないと思い、出航を開始したことから、左旋回中、南風によって圧流

されて想定よりも大回りとなり、本件浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表される状況下、船長Ａが、問題はない

と思い、出航を開始したため、Ａ船押船列が、左旋回中、南風によっ

て圧流されて想定よりも大回りとなり、本件浅所に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、強風注意報等が発表されている状況下では、出航を差し

控えること。 

 


